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令和６年第３回 

宮代町議会定例会議案書 

（追加議案分） 
議案第５８号 

議案第５９号 

議案第６０号 

議案第６１号 

 



議案番号 件        名 頁 

   

議案第５８号 財産の取得について（追認） １ 

議案第５９号 財産の取得について（追認） ２ 

議案第６０号 財産の取得について（追認） ３ 

議案第６１号 財産の取得について（追認） ４ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 １  

 

議案第５８号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 次のとおり財産を取得したことについて、追認を求める。 

１ 財産の種 類   小学校教師用教科書及び指導書 

２ 数    量   ７４２冊 

３ 取 得 金 額   ７，８１４，９３６円 

４ 契約の相手方   埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目１番３７号 

           有限会社 田沼書店 

           取締役社長 田 沼 統 子 

５ 契  約  日   平成２７年４月１日 

 

  令和６年８月３０日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 小学校の教科用図書の改訂に伴い教師用教科書及び指導書を更新するため、上記

のとおり財産を取得したことについて追認を得たいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出するも

のである。 

 



 ２  

 

議案第５９号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 次のとおり財産を取得したことについて、追認を求める。 

１ 財産の種 類   小学校教師用教科書及び指導書 

２ 数    量   ７２４冊 

３ 取 得 金 額   ８，２１０，８６３円 

４ 契約の相手方   埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目１番３７号 

           有限会社 田沼書店 

           取締役社長 田 沼 統 子 

５ 契  約  日   令和元年１２月２日 

 

  令和６年８月３０日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 小学校の教科用図書の改訂に伴い教師用教科書及び指導書を更新するため、上記

のとおり財産を取得したことについて追認を得たいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出するも

のである。 

 



 ３  

 

議案第６０号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 次のとおり財産を取得したことについて、追認を求める。 

１ 財産の種 類   中学校教師用教科書及び指導書 

２ 数    量   ４４０冊 

３ 取 得 金 額   ７，２１２，９９２円 

４ 契約の相手方   埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目１番３７号 

           有限会社 田沼書店 

           取締役社長 田 沼 統 子 

５ 契  約  日   令和３年１月１８日 

 

  令和６年８月３０日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 中学校の教科用図書の改訂に伴い教師用教科書及び指導書を更新するため、上記

のとおり財産を取得したことについて追認を得たいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出するも

のである。 

 



 ４  

 

議案第６１号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

 次のとおり財産を取得したことについて、追認を求める。 

１ 財産の種 類   小学校教師用指導書 

２ 数    量   ５９６冊 

３ 取 得 金 額   ８，９６６，３４０円 

４ 契約の相手方   埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目１番３７号 

           有限会社 田沼書店 

           取締役社長 田 沼 統 子 

５ 契  約  日   令和５年１１月２７日 

 

  令和６年８月３０日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 小学校の教科用図書の改訂に伴い教師用指導書を更新するため、上記のとおり財

産を取得したことについて追認を得たいので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、この案を提出するものである。 

 

 


